
ハローワーク
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(※)

※基本手当の支給残日数が 0日以 200 日未満の場合は 1年間、200 日以上の場合 2 年間が支給期間となります。10 上

※ 60 歳前に離職しても対象となる場合があります。
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ハローワーク

ハ

ローワーク

30

472,200 30 469,500

74,1003074,400

− 74 −



− 75 −



ハローワーク
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359,899

1,984
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1,976
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ハローワーク

ハローワーク

ハローワーク

ハローワーク

※　受給資格確認票は、マイナンバーを記載して提出してください。
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ハローワーク

ハローワーク

※　受給資格確認票は、マイナンバーを記載して提出してください。
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事業所の所在地を管轄するハローワーク

ハローワーク（公共職業安定所長）から、あらかじめ事業所ごとに「奇数型」と

「偶数型」のいずれかを指定します。（「次回支給申請日指定通知書」に印字されて

います。） 

支給申請月は、ハローワーク（公共職業安定所長）から指定された月型は、

今後、その事業所の支給申請月の型となりますが、特段の事情がない限り、

この月型は変更できません。 
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